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改
正
に
つ
い
て
～
法
定
利
率
①
～ 
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規模の大小を問わず、多くの企業のお客様が、弊所を顧問弁護士事務所としてご依頼くださっています。契約書や社内規則の作成・修正、コンプライアンスに関するご相談、訴訟、
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地:東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 8 階 当レターがご不要である方は、大変お忙しいところ恐れ入りますが、info＠imazulaw.com へご連絡頂ければと存じます。 

損
害
金
の
減
少
を
も
た
ら
し
ま
す
。 

他
方
、
中
間
利
息
控
除
額
の
算
定
の
場

面
で
は
、
控
除
額
の
減
少
に
と
も
な
う
賠

償
金
額
の
増
加
を
も
た
ら
し
ま
す
。 

例
え
ば
、
年
収
５
０
０
万
円
で
あ
っ
た

人
が
、
後
遺
障
害
で
全
く
働
け
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
の
３
０
年
間
分
の
逸
失

利
益
に
対
す
る
賠
償
金
額
は
、
年
５
％
と

年
３
％
で
は
、
次
の
と
お
り
異
な
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
年
５
％
で
算
定
さ
れ
て
い

た
こ
れ
ま
で
が
、
低
く
抑
え
ら
れ
過
ぎ
て

い
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

【
年
５
％
の
場
合
】 

７
６
８
６
万
円 

（
５
０
０
万
円
×
１
５
．
３
７
２
…
※
） 

【
年
３
％
の
場
合
】 
９
８
０
０
万
円 

（
５
０
０
万
円
×
１
９
．
６
…
※
） 

（
※
実
務
上
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
係
数
」
と
い
う
数
値
を
用
い
て
、

中
間
利
息
を
控
除
し
て
算
定
し
ま
す
。
） 

 

次
回
は
、
変
動
制
の
概
要
や
、
法
定
利

率
に
関
す
る
改
正
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、

ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

 

 

今
回
と
次
回
は
、
法
定
利
率
に
関
す
る

改
正
点
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

 

法
定
利
率
に
関
す
る
改
正
の
概
要 

 
 

改
正
民
法
で
は
、
従
来
、
年
５
％
（
商

事
債
務
は
年
６
％
）
で
固
定
さ
れ
て
い
た

法
定
利
率
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
年
３
％

へ
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
変
動
制

が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

法
定
利
率
が
適
用
さ
れ
る
主
な
場
面 

 
 

 

そ
も
そ
も
、
法
定
利
率
は
、
（
当
事
者

間
で
算
定
方
法
の
合
意
が
な
い
場
合
の
）

遅
延
損
害
金
の
算
定
や
、
中
間
利
息
控
除

額
の
算
定
の
場
面
で
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

※
中
間
利
息
の
控
除
と
は 

例
え
ば
、
金
利
が
年
３
％
の
場
合
、
現

在
の
１
０
０
万
円
と
等
し
い
の
は
… 

×
１
年
後
の
１
０
０
万
円 

○
１
年
後
の
１
０
３
万
円 

と
な
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
後
遺
障
害
に

よ
っ
て
来
年
の
収
入
が
１
０
３
万
円
減

少
し
て
し
ま
う
場
合
に
認
め
ら
れ
る
損

害
賠
償
請
求
は
、
１
０
３
万
円
で
は
な

く
、
来
年
ま
で
の
利
息
を
控
除
し
た
１

０
０
万
円
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
中
間
利
息
の
控
除
で
す
。 

 
 

法
定
利
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
理
由 

 
 

 

従
来
の
年
５
％
は
、
民
法
が
制
定
さ

れ
た
明
治
時
代
の
市
中
の
一
般
的
な
貸

出
金
利
を
前
提
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
し
た
。
も
っ
と
も
、
現
代
で
は
、

そ
れ
が
市
中
金
利
を
大
き
く
上
回
る
状

態
が
続
い
て
い
た
た
め
、
年
３
％
に
引

き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

法
定
利
率
の
引
き
下
げ
に
よ
る
影
響 

 
 

遅
延
損
害
金
算
定
の
場
面
で
は
、

（
法
定
利
率
に
基
づ
く
場
合
の
）
遅
延

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー 

弁
護
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働
き
方
改
革
関
連
法
の
概
要 

 

や
や
間
が
空
い
て
し
ま
い
恐
縮
で
す

が
、
昨
年
６
月
２
９
日
に
成
立
し
た
働

き
方
改
革
関
連
法
の
う
ち
、
実
務
上
重

要
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
改
正
内
容

に
絞
っ
て
、
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

【
①
労
働
時
間
の
上
限
規
制
】 

従
来
は
、
法
令
上
、
労
働
時
間
の
絶

対
的
な
上
限
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
改
正
後
は
、
特
別
条
項
付
き
の
３

６
（
サ
ブ
ロ
ク
）
協
定
を
締
結
し
た
と

し
て
も
、
時
間
外
労
働
は
、
単
月
の
最

上
限
が
月
１
０
０
時
間
、
か
つ
１
年
を

通
じ
て
２
～
６
か
月
の
平
均
が
月
８
０

時
間
以
内
な
ど
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

【
②
時
間
外
月
６
０
時
間
超
に
対
す
る

特
別
割
増
の
中
小
企
業
へ
の
適
用
】 

 

法
令
上
、
月
６
０
時
間
を
超
え
る
時

間
外
労
働
に
対
し
て
は
、
通
常
の
２

５
％
で
は
な
く
、
５
０
％
の
割
増
賃
金

の
発
生
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
従

来
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
適
用
が

猶
予
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
改

正
後
は
、
中
小
企
業
に
対
し
て
も
、
５

０
％
の
割
増
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

【
③
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
義
務
】 

 

１
０
日
以
上
の
年
次
有
給
休
暇
が
付

与
さ
れ
る
労
働
者
に
関
し
て
は
、
改
正

後
は
、
こ
の
う
ち
年
５
日
に
つ
い
て
、

事
業
主
は
、
労
働
者
の
意
見
を
聴
取
し

た
上
で
、
取
得
す
る
時
季
を
労
働
者
ご

と
に
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

も
っ
と
も
、
既
に
年
５
日
以
上
の
年

次
有
給
休
暇
を
請
求
・
取
得
し
て
い
る

労
働
者
に
対
し
て
は
、
時
季
指
定
を
行

う
必
要
は
な
く
、
ま
た
、
行
う
こ
と
も

で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
事
業
主
は
、
年
次
有
給
休
暇

に
つ
い
て
、
労
働
者
ご
と
に
時
季
・
日

数
・
基
準
日
を
明
ら
か
に
し
た
、
年
次

有
給
休
暇
管
理
簿
を
作
成
し
、
３
年
間

保
存
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

【
④
管
理
監
督
者
等
を
含
む
全
て
の
労

働
者
の
労
働
時
間
の
把
握
義
務
】 

 

従
来
は
、
割
増
賃
金
が
発
生
し
な
い

管
理
監
督
者
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
主

に
、
労
働
時
間
を
客
観
的
に
把
握
す
る

 

時
事
ニ
ュ
ー
ス 

～
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
に
基
づ
く
初
の
提
訴
例
～ 

「
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」
を
導
入
す
る
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
が
、
平
成
２
８
年
１
０
月
１
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
同
法
に
基
づ
く
提
訴
例
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
報
道
に

よ
れ
ば
、
昨
年
（
平
成
３
０
年
）
１
２
月
１
７
日
、
医
学
部
入
試
で
不
正
が
あ
っ
た
東
京
医
大
に
対
し
、
消

費
者
団
体
が
、
同
法
に
基
づ
き
、
受
験
料
等
の
返
還
義
務
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
ま
し
た
。 

日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
消
費
者
被
害
の
泣
き
寝
入
り
の
防
止
を
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
た
制
度

で
す
。
①
ま
ず
、
認
定
を
受
け
た
消
費
者
団
体
が
、
事
業
者
に
対
し
、
相
当
多
数
の
消
費
者
に
共
通
す
る
支

払
義
務
を
確
認
す
る
訴
訟
を
提
起
し
、
②
消
費
者
団
体
が
勝
訴
し
た
場
合
、
個
々
の
消
費
者
は
、
手
続
に
加

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
簡
易
に
被
害
回
復
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
、
二
段
階
の
手
続
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

平
素
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
１
回
目
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
お
届
け
致
し

ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
所
だ
け
、
ご
笑
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

弁
護
士  

今
津  

泰
輝 

こ
と
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
改
正
後
は
、
労
働
者

の
健
康
管
理
の
観
点
か
ら
、
管
理
監
督

者
等
を
含
む
全
て
の
労
働
者
に
つ
い

て
、
労
働
時
間
を
客
観
的
に
把
握
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。 

 

【
⑤
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
、
非
正
規

社
員
に
対
す
る
待
遇
差
の
説
明
義
務
】 

 

従
来
か
ら
部
分
的
に
定
め
ら
れ
て
い

た
、
非
正
規
社
員
の
正
規
社
員
と
の
間

の
均
衡
待
遇
（
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁

止
）
等
に
関
し
て
、
統
一
的
に
規
定
が

整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
非
正
規
社
員

に
対
す
る
、
正
規
社
員
と
の
待
遇
差
の

内
容
・
理
由
等
に
関
す
る
説
明
義
務

が
、
事
業
主
に
課
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

【
施
行
日
】 

①
は
本
年
（
た
だ
し
、
中
小
企
業
は

２
０
２
０
年
）
４
月
１
日
、
②
は
２
０

２
３
年
４
月
１
日
、
③
④
は
本
年
４
月

１
日
、
⑤
は
２
０
２
０
年
（
た
だ
し
、

中
小
企
業
は
２
０
２
１
年
）
４
月
１
日

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
ま
す
。 

弁護士法人 

今津法律事務所 
IMAZU LAW OFFICES 

〒100-0004 
東京都千代田区 

大手町 1-6-1 
大手町ビル 8 階 
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